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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用のブレーキシステムの液圧制御ユニットであって、
　前記ブレーキシステムは、
　マスタシリンダとホイールシリンダとを連通させる主流路と、前記主流路のブレーキ液
を逃がす副流路と、前記副流路の途中部である第１途中部にブレーキ液を供給する供給流
路と、を有する液圧回路を含み、
　前記副流路の下流側端部である第１下流側端部は、前記主流路の途中部である第２途中
部に接続されており、
　前記供給流路の上流側端部である第１上流側端部は、前記マスタシリンダに連通し、
　前記副流路の上流側端部である第２上流側端部は、前記主流路のうちの前記第２途中部
を基準として前記ホイールシリンダ側となる途中部である第３途中部に接続されており、
　前記液圧制御ユニットは、
　前記供給流路の一部を構成する内部流路、及び、連通口を介して該内部流路と連通する
収容室を有する基体と、
　前記主流路のうちの前記第２途中部と前記第３途中部と間の領域に設けられている込め
弁と、
　前記副流路において前記第２上流側端部と前記第１途中部との間となる領域に設けられ
ている弛め弁と、
　前記副流路のうちの前記第１途中部と前記第１下流側端部との間の領域に設けられ、吸
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込側が該第１途中部に連通し、吐出側が該第１下流側端部に連通するポンプと、
　前記主流路のうちの前記第２途中部を基準とする前記マスタシリンダ側に設けられてい
る第１切換弁と、
　前記供給流路に設けられている第２切換弁及びダンパユニットと、を備えており、
　前記ダンパユニットは、
　前記基体の前記収容室に収容され、
　前記基体に保持されている基部と、前記基部に立設され、内部に空間が形成され、側部
に前記空間に通じる貫通穴が形成されているポール部と、を有する柱状体と、
　前記ポール部の先端部及び前記側部を覆うドーム状膜体と、を備えており、
　前記収容室にブレーキ液が充填されていない状態で、前記ドーム状膜体の内面と前記ポ
ール部の前記側部の少なくとも一部との間に、隙間が形成されており、
　前記基体は、
　前記収容室の側部の内面に形成された凹部を備え、
　該凹部の底部に前記連通口が形成されており、
　前記ドーム状膜体が外面側に膨張するように変形した場合でも前記ドーム状膜体が前記
凹部の周縁に当接しない構成である
　液圧制御ユニット。
【請求項２】
　前記凹部は、前記収容室の側部の内面全周に渡って、環状に形成されている、
　請求項１に記載の液圧制御ユニット。
【請求項３】
　前記基体は、前記内部流路として、
　前記収容室にブレーキ液を流入させる第１内部流路と、前記収容室からブレーキ液を流
出させる第２内部流路と、を備えている、
　請求項２に記載の液圧制御ユニット。
【請求項４】
　前記ドーム状膜体の側部の内面には、前記ドーム状膜体の軸線方向と垂直な断面におい
て前記連通口と対向する位置に、前記ドーム状膜体の軸線方向に延びる凸部が形成されて
いる、
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の液圧制御ユニット。
【請求項５】
　前記収容室は、前記基体の外壁に開口部を有する有底穴であり、
　前記ドーム状膜体の前記開口部側の端部にはフランジ部が形成され、
　前記ダンパユニットは、更に、前記フランジ部を押圧しつつ前記基部に固定されている
環状体を備え、
　前記基体は、前記収容室の内面に、前記環状体と対向する環状の台座部を備え、
　前記ダンパユニットは、前記基部、前記フランジ部及び前記環状体が前記台座部と前記
収容室の前記開口部の外縁とで挟持されることにより、前記基体に加締め固定される構成
であり、
　前記台座部は、前記凹部よりも前記開口部の外縁側に配置されており、
　前記凹部の底部と前記収容室の軸線との間の距離は、前記台座部と前記収容室の軸線と
の間の距離よりも大きい、
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の液圧制御ユニット。
【請求項６】
　前記ダンパユニットは、前記供給流路において該供給流路の下流側端部である第２下流
側端部と前記第２切換弁との間となる領域に設けられている、
　請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の液圧制御ユニット。
【請求項７】
　前記ダンパユニットは、前記供給流路のうちの前記第１上流側端部と前記第２切換弁と
の間の領域に設けられている、
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　請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の液圧制御ユニット。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者のブレーキシステムの使用感を向上することができる、車両用のブレ
ーキシステムの液圧制御ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の車両用のブレーキシステムとして、マスタシリンダとホイールシリンダとを連通
させる主流路と、主流路のブレーキ液を逃がす副流路と、副流路の途中部にブレーキ液を
供給する供給流路と、有する液圧回路を備えているものがある（例えば、特許文献１を参
照。）。
【０００３】
　例えば、副流路の上流側端部は、主流路のうちの、込め弁を基準とするホイールシリン
ダ側の領域に接続されており、副流路の下流側端部は、主流路のうちの、込め弁を基準と
するマスタシリンダ側の領域に接続されている。また、供給流路の上流側端部は、マスタ
シリンダに連通し、供給流路の下流側端部は、副流路のうちの、弛め弁を基準とする下流
側の領域であって、且つ、その領域に設けられているポンプの吸込側に接続されている。
また、主流路のうちの、副流路の下流側端部との接続部を基準とするマスタシリンダ側の
領域に、第１切換弁が設けられており、供給流路の途中部に第２切換弁が設けられている
。
【０００４】
　例えば、込め弁、弛め弁、ポンプ、第１切換弁、及び第２切換弁と、それらが組み込ま
れている基体と、それらの動作を司る制御器によって、液圧制御ユニットが構成される。
液圧制御ユニットにおいて、込め弁、弛め弁、ポンプ、第１切換弁、及び第２切換弁の動
作が制御されることで、液圧回路の液圧が制御される。
【０００５】
　特に、ブレーキシステムの入力部（例えばブレーキペダル等）におけるブレーキ操作の
状態に関わらず、ホイールシリンダのブレーキ液の液圧を上昇させる必要が生じた際には
、込め弁が開き、弛め弁が閉じ、第１切換弁が閉じ、且つ、第２切換弁が開いた状態で、
ポンプが駆動される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１５３４号公報（段落［００１５］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　第２切換弁が開いた状態でポンプが駆動されると、ブレーキ液に生じた脈動が、供給流
路及びマスタシリンダを介して、ブレーキシステムの入力部に伝搬することとなって、使
用者に違和感を与えてしまう。特に、昨今のブレーキシステムでは、車両へのブレーキシ
ステムの搭載性の向上を目的として、倍力装置が小型化又は省略される場合があり、その
ような場合には、使用者がブレーキシステムの入力部を操作している（例えば、使用者が
ブレーキペダルを踏んでいる）際に、第２切換弁が開いた状態でポンプが駆動される場合
が生じることとなって、その脈動の影響が看過できなくなってしまう。つまり、上述の液
圧制御ユニットでは、使用者のブレーキシステムの使用感が悪化してしまう場合が生じる
という問題点がある。
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【０００８】
　本発明は、上述の課題を背景としてなされたものであり、使用者のブレーキシステムの
使用感を向上することができる液圧制御ユニットを得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る液圧制御ユニットは、車両用のブレーキシステムの液圧制御ユニットであ
って、前記ブレーキシステムは、マスタシリンダとホイールシリンダとを連通させる主流
路と、前記主流路のブレーキ液を逃がす副流路と、前記副流路の途中部である第１途中部
にブレーキ液を供給する供給流路と、を有する液圧回路を含み、前記副流路の下流側端部
である第１下流側端部は、前記主流路の途中部である第２途中部に接続されており、前記
供給流路の上流側端部である第１上流側端部は、前記マスタシリンダに連通し、前記副流
路の上流側端部である第２上流側端部は、前記主流路のうちの前記第２途中部を基準とし
て前記ホイールシリンダ側となる途中部である第３途中部に接続されており、前記液圧制
御ユニットは、前記供給流路の一部を構成する内部流路、及び、連通口を介して該内部流
路と連通する収容室を有する基体と、前記主流路のうちの前記第２途中部と前記第３途中
部と間の領域に設けられている込め弁と、前記副流路において前記第２上流側端部と前記
第１途中部との間となる領域に設けられている弛め弁と、前記副流路のうちの前記第１途
中部と前記第１下流側端部との間の領域に設けられ、吸込側が該第１途中部に連通し、吐
出側が該第１下流側端部に連通するポンプと、前記主流路のうちの前記第２途中部を基準
とする前記マスタシリンダ側に設けられている第１切換弁と、前記供給流路に設けられて
いる第２切換弁及びダンパユニットと、を備えており、前記ダンパユニットは、前記基体
の前記収容室に収容され、前記基体に保持されている基部と、前記基部に立設され、内部
に空間が形成され、側部に前記空間に通じる貫通穴が形成されているポール部と、を有す
る柱状体と、前記ポール部の先端部及び前記側部を覆うドーム状膜体と、を備えており、
前記収容室にブレーキ液が充填されていない状態で、前記ドーム状膜体の内面と前記ポー
ル部の前記側部の少なくとも一部との間に、隙間が形成されており、前記基体は、前記収
容室の側部の内面に形成された凹部を備え、該凹部の底部に前記連通口が形成されており
、前記ドーム状膜体が外面側に膨張するように変形した場合でも前記ドーム状膜体が前記
凹部の周縁に当接しない構成となっている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る液圧制御ユニットでは、供給流路にダンパユニットが設けられている。そ
のため、第２切換弁が開いた状態でポンプが駆動されることで生じる脈動が、供給流路及
びマスタシリンダを介して、ブレーキシステムの入力部（例えばブレーキペダル等）に伝
搬することが抑制される。
【００１１】
　そして、ダンパユニットが、ポール部を有する柱状体と、ドーム状膜体と、を備えてお
り、収容室にブレーキ液が充填されていない状態で、ドーム状膜体の内面とポール部の側
部の少なくとも一部との間に隙間が形成されている構成である。ダンパユニットは、マス
タシリンダに連通する供給流路、つまり、使用者のブレーキシステムの使用感に多大な影
響を及ぼす箇所に設けられるものであり、高い減衰性能を有することが望まれる。一方、
液圧制御ユニットが車両に搭載される場合には、そのサイズも重要視される。上述のダン
パユニットは、受圧面の面積が三次元的に拡大される構造であるため、減衰性能の向上に
伴う液圧制御ユニットの大型化が効率的に抑制される。すなわち、上述のダンパユニット
は、車両用のブレーキシステムの、上流側端部がポンプの吸込側に連通し、下流側端部が
マスタシリンダに連通する供給流路に設けられることが、特に好適なものであり、そのよ
うなダンパユニットの採用によって、使用者のブレーキシステムの使用感を向上すること
の実現性が格段向上される。
【００１２】
　ここで、本発明に係るダンパユニットは、ドーム状膜体の外面側の圧力（つまり収容室
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内のブレーキ液の液圧）と内面側の圧力との圧力差によって該ドーム状膜体が変形し、ポ
ンプ駆動時に発生する脈動を減衰する構成となっている。このため、本発明に接した当業
者は、ドーム状膜体の外面側の圧力が内面側の圧力よりも低下し、ドーム状膜体が外面側
に膨張するように変形した際、ドーム状膜体が収容室と供給流路の一部を構成する内部流
路との連通口に接触することを懸念するかもしれない。すなわち、本発明に接した当業者
は、ドーム状膜体が連通口に接触することにより、連通口を閉塞して供給流路（換言する
と液圧回路）内のブレーキ液の流れを阻害してしまう、ドーム状膜体が損傷してしまう等
の課題が発生することを懸念するかもしれない。
【００１３】
　しかしながら、本発明に係る液圧制御ユニットにおいては、収容室の内面に形成された
凹部を備え、該凹部の底部に、収容室と供給流路の一部を構成する内部流路との連通口が
形成されている。このため、本発明に係る液圧制御ユニットは、ドーム状膜体が外面側に
膨張するように変形した場合でも、ドーム状膜体が連通口に接触することを抑制できる。
すなわち、本発明に係る液圧制御ユニットは、ドーム状膜体が外面側に膨張するように変
形した場合でも、連通口を閉塞して供給流路（換言すると液圧回路）内のブレーキ液の流
れを阻害してしまう、ドーム状膜体が損傷してしまう等の課題の発生を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の例を示す図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の他の例を示す
図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態を
示す部分断面図である。
【図４】図３におけるＡ－Ａ線での断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示す
断面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示す
断面図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態を
示す部分断面図であり、ドーム状膜体が外面側に膨張するように変形した状態を示す図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の更に別の例を
示す図である。
【図９】図８に示すブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態を示す部分断面図で
ある。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態
を示す部分断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態３に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
【図１５】本発明の実施の形態３に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態３に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を示
す断面図である。
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【図１７】本発明の実施の形態３に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態
を示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明に係る液圧制御ユニットについて、図面を用いて説明する。
　なお、以下では、本発明に係る液圧制御ユニットを含むブレーキシステムが、四輪車に
搭載されている場合について説明しているが、本発明に係る液圧制御ユニットを含むブレ
ーキシステムは、四輪車以外の他の車両（二輪車、トラック、バス等）に搭載されてもよ
い。また、以下で説明する構成、動作等は、一例であり、本発明に係る液圧制御ユニット
を含むブレーキシステムは、そのような構成、動作等である場合に限定されない。また、
各図において、同一の又は類似する部材又は部分には、同一の符号を付している、又は、
符号を付すことを省略している。また、細かい構造については、適宜図示を簡略化又は省
略している。
【００１６】
実施の形態１．
　以下に、実施の形態１に係るブレーキシステムを説明する。
＜ブレーキシステムの構成及び動作＞
　実施の形態１に係るブレーキシステムの構成及び動作について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の例を示す図
である。
【００１７】
　図１に示されるように、ブレーキシステム１は、車両１００に搭載され、マスタシリン
ダ１１とホイールシリンダ１２とを連通させる主流路１３と、主流路１３のブレーキ液を
逃がす副流路１４と、副流路１４にブレーキ液を供給する供給流路１５と、有する液圧回
路２を含む。液圧回路２には、ブレーキ液が充填されている。
【００１８】
　マスタシリンダ１１には、ブレーキシステム１の入力部の一例であるブレーキペダル１
６と連動して往復動するピストン（図示省略）が内蔵されている。ブレーキペダル１６と
マスタシリンダ１１のピストンとの間には、倍力装置１７が介在しており、ピストンには
、使用者の踏力が倍力されて伝達される。ホイールシリンダ１２は、ブレーキキャリパ１
８に設けられている。ホイールシリンダ１２のブレーキ液の液圧が増加すると、ブレーキ
キャリパ１８のブレーキパッド１９がロータ２０に押し付けられて、車輪が制動される。
【００１９】
　副流路１４の上流側端部は、主流路１３の途中部１３ａに接続され、副流路１４の下流
側端部は、主流路１３の途中部１３ｂに接続されている。また、供給流路１５の上流側端
部は、マスタシリンダ１１に連通し、供給流路１５の下流側端部は、副流路１４の途中部
１４ａに接続されている。
　ここで、副流路１４の上流側端部が、本発明の第２上流側端部に相当する。副流路１４
の下流側端部が、本発明の第１下流側端部に相当する。主流路１３の途中部１３ｂが、本
発明の第２途中部に相当する。主流路１３の途中部１３ａが、本発明の第３途中部に相当
する。供給流路１５の上流側端部が、本発明の第１上流側端部に相当する。供給流路１５
の下流側端部が、本発明の第２下流側端部に相当する。副流路１４の途中部１４ａが、本
発明の第１途中部に相当する。
【００２０】
　主流路１３のうちの、途中部１３ｂと途中部１３ａとの間の領域（途中部１３ｂを基準
とするホイールシリンダ１２側の領域）には、込め弁（ＥＶ）３１が設けられている。副
流路１４のうちの、上流側端部と途中部１４ａとの間の領域には、弛め弁（ＡＶ）３２が
設けられている。副流路１４のうちの、弛め弁３２と途中部１４ａとの間の領域には、ア
キュムレータ３３が設けられている。副流路１４のうちの、途中部１４ａと下流側端部と
の間の領域には、ポンプ３４が設けられている。ポンプ３４の吸込側は、途中部１４ａに
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連通し、ポンプ３４の吐出側は、副流路１４の下流側端部に連通する。込め弁３１は、例
えば、非通電状態で開き、通電状態で閉じる電磁弁である。弛め弁３２は、例えば、非通
電状態で閉じ、通電状態で開く電磁弁である。
【００２１】
　主流路１３のうちの、途中部１３ｂを基準とするマスタシリンダ側の領域には、第１切
換弁（ＵＳＶ）３５が設けられている。供給流路１５には、第２切換弁（ＨＳＶ）３６と
、ダンパユニット３７と、が設けられている。ダンパユニット３７は、供給流路１５のう
ちの、第２切換弁３６と下流側端部との間の領域に設けられている。第１切換弁３５は、
例えば、非通電状態で開き、通電状態で閉じる電磁弁である。第２切換弁３６は、例えば
、非通電状態で閉じ、通電状態で開く電磁弁である。
【００２２】
　込め弁３１と弛め弁３２とアキュムレータ３３とポンプ３４と第１切換弁３５と第２切
換弁３６とダンパユニット３７とは、主流路１３、副流路１４、及び供給流路１５を構成
するための流路が内部に形成されている基体５１に設けられている。各部材（込め弁３１
、弛め弁３２、アキュムレータ３３、ポンプ３４、第１切換弁３５、第２切換弁３６及び
ダンパユニット３７）が、１つの基体５１に纏めて設けられていてもよく、また、複数の
基体５１に分かれて設けられていてもよい。
【００２３】
　少なくとも、基体５１と、基体５１に設けられている各部材と、制御器（ＥＣＵ）５２
と、によって、液圧制御ユニット５０が構成される。液圧制御ユニット５０において、込
め弁３１、弛め弁３２、ポンプ３４、第１切換弁３５、及び第２切換弁３６の動作が制御
器５２によって制御されることで、ホイールシリンダ１２のブレーキ液の液圧が制御され
る。
【００２４】
　制御器５２は、１つであってもよく、また、複数に分かれていてもよい。また、制御器
５２は、基体５１に取り付けられていてもよく、また、他の部材に取り付けられていても
よい。また、制御器５２の一部又は全ては、例えば、マイコン、マイクロプロセッサユニ
ット等で構成されてもよく、また、ファームウェア等の更新可能なもので構成されてもよ
く、また、ＣＰＵ等からの指令によって実行されるプログラムモジュール等であってもよ
い。
【００２５】
　制御器５２は、例えば、周知の液圧制御動作（ＡＢＳ制御動作、ＥＳＰ制御動作等）に
加えて、以下の液圧制御動作を実施する。
　込め弁３１が開放され、弛め弁３２が閉鎖され、第１切換弁３５が開放され、且つ、第
２切換弁３６が閉鎖されている状態で、車両１００のブレーキペダル１６が操作された際
に、ブレーキペダル１６のポジションセンサの検出信号及び液圧回路２の液圧センサの検
出信号から、液圧回路２の液圧の不足又は不足の可能性が検知されると、制御器５２は、
アクティブ増圧制御動作を開始する。
【００２６】
　アクティブ増圧制御動作において、制御器５２は、込め弁３１を開放状態のままにする
ことで、主流路１３の途中部１３ｂからホイールシリンダ１２へのブレーキ液の流動を可
能にする。また、制御器５２は、弛め弁３２を閉鎖状態のままにすることで、ホイールシ
リンダ１２からアキュムレータ３３へのブレーキ液の流動を制限する。また、制御器５２
は、第１切換弁３５を閉鎖することで、マスタシリンダ１１からポンプ３４を介すること
なく主流路１３の途中部１３ｂに至る流路のブレーキ液の流動を制限する。また、制御器
５２は、第２切換弁３６を開放することで、マスタシリンダ１１からポンプ３４を介して
主流路１３の途中部１３ｂに至る流路のブレーキ液の流動を可能にする。また、制御器５
２は、ポンプ３４を駆動させることで、ホイールシリンダ１２のブレーキ液の液圧を増加
させる。
【００２７】
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　液圧回路２の液圧の不足の解消又は回避が検知されると、制御器５２は、第１切換弁３
５を開放させ、第２切換弁３６を閉鎖させ、且つ、ポンプ３４の駆動を停止することで、
アクティブ増圧制御動作を終了する。
【００２８】
　図２は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の他の例を示
す図である。
　ブレーキシステム１は、図２に示されるような、倍力装置１７が省略されたブレーキシ
ステム１であってもよい。このような倍力装置１７が省略されたブレーキシステム１の場
合、使用者のブレーキペダル１６の踏力は、倍力装置１７で倍力されず、直接、マスタシ
リンダ１１のピストンに伝達されることとなる。このため、使用者がブレーキペダル１６
を踏み込もうとした際、マスタシリンダ１１のピストンを介して、ブレーキペダル１６に
は、液圧回路２内のブレーキ液の液圧が反力として作用する。
【００２９】
　したがって、使用者がブレーキペダル１６を踏み込んでからアクティブ増圧制御動作が
開始されるまでの期間において、ブレーキペダル１６に伝わる液圧回路２内のブレーキ液
のこの反力により、使用者は、倍力装置１７を備えたブレーキシステム１と比べ、ブレー
キペダル１６を踏み込むことができない。つまり、倍力装置１７が省略されたブレーキシ
ステム１の場合、使用者がブレーキペダル１６を踏み込んでからアクティブ増圧制御動作
が開始されるまでの期間において、倍力装置１７を備えたブレーキシステム１と比べ、ブ
レーキペダル１６の踏み込み量が小さくなってしまう。
【００３０】
　このため、倍力装置１７が省略されたブレーキシステム１である場合には、ダンパユニ
ット３７が、供給流路１５のうちの、上流側端部と第２切換弁３６との間の領域に設けら
れているとよい。このような位置にダンパユニット３７を設けることにより、使用者がブ
レーキペダル１６を踏み込んだ際、ブレーキ液がダンパユニット３７に流れ込むことがで
き、ブレーキペダル１６に伝わる液圧回路２内のブレーキ液の反力が低減する。したがっ
て、使用者がブレーキペダルを踏み込んだ際、倍力装置１７を備えたブレーキシステム１
と同様のブレーキペダル１６の踏み込み量が得られる。このため、使用者は、倍力装置１
７が省略されたブレーキシステム１において、倍力装置１７を備えたブレーキシステム１
と同様の使用感を得ることができる。
【００３１】
　ブレーキシステム１は、図２に示されるように、副流路１４のうちの、途中部１４ａと
下流側端部との間の領域に、複数のポンプ３４が並列に接続されているとよい。そのよう
に構成されることで、個々のポンプ３４からのブレーキ液の吐出量を低減することができ
る。また、ポンプ３４のそれぞれのブレーキ液の吐出タイミングをずらすこともできる。
このため、図２のように複数のポンプ３４を並列に接続して設けることにより、第２切換
弁３６が開いた状態でポンプ３４が駆動されることで生じる脈動を抑制することができる
。なお、図１で示した倍力装置１７を備えたブレーキシステム１において、図２のように
複数のポンプ３４を並列に接続して設けても勿論よい。
【００３２】
＜ダンパユニットの詳細＞
　実施の形態１に係るブレーキシステムのダンパユニットの詳細について説明する。
　図３は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載状態
を示す部分断面図である。また、図４は、図３におけるＡ－Ａ線での断面図である。なお
、図３及び図４では、ダンパユニット３７以外の部材のみが、断面で示されている。図５
及び図６は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの詳細を
示す断面図である。なお、図５は、図３におけるＢ－Ｂ線での断面図であり、図６は、図
５におけるＣ－Ｃ線での断面図である。
【００３３】
　図３及び図４に示されるように、基体５１には、収容室６１が形成されている。収容室
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６１は、基体５１の外壁に形成されている有底穴である。また、基体５１には、収容室６
１とポンプ３４の吸込側との間を連通させる内部流路６２が形成されている。内部流路６
２は、連通口６１ａを介して収容室６１に連通する。この内部流路６２は、供給流路１５
の一部を構成するものである。つまり、収容室６１には、ブレーキ液が流入する。なお、
連通口６１ａは、収容室６１の側部に形成されていてもよく、また、底部に形成されてい
てもよい。
【００３４】
　例えば図１の場合、供給流路１５は、第２切換弁３６と下流側端部との間において分岐
している。そして、この分岐している流路の１つがダンパユニット３７に接続されている
。図１の位置にダンパユニット３７を設ける場合、ダンパユニット３７に接続されている
この分岐した流路部分の少なくとも一部が、内部流路６２となる。すなわち、図１の位置
にダンパユニット３７を設ける場合、収容室６１は、ポンプ３４の吸込側に加えて、第２
切換弁３６にも連通する。また、図２の場合、供給流路１５は、上流側端部と第２切換弁
３６との間において分岐している。そして、この分岐している流路の１つがダンパユニッ
ト３７に接続されている。図２の位置にダンパユニット３７を設ける場合、ダンパユニッ
ト３７に接続されているこの分岐した流路部分の少なくとも一部が、内部流路６２となる
。すなわち、図２の位置にダンパユニット３７を設ける場合、収容室６１は、ポンプ３４
の吸込側に加えて、マスタシリンダ１１にも連通する。なお、図２の位置にダンパユニッ
ト３７を設ける場合、収容室６１は、第２切換弁３６を介してポンプ３４の吸込側に連通
する。
【００３５】
　また、基体５１は、収容室６１の内面に形成された凹部６３を備えている。そして、収
容室６１と内部流路６２とを連通させる連通口６１ａは、凹部６３の底部に形成されてい
る。詳しくは、本実施の形態１においては、凹部６３は、収容室６１の側部の内面全周に
渡って、環状に形成されている。このような形状の凹部６３においては、収容室６１を基
体５１に形成した際、該収容室６１の開口部から中ぐりバイトを挿入し、収容室６１の側
部の内面を中ぐり加工することで形成できる。このため、凹部６３の加工が容易になる。
換言すると、基体５１の製造コストを削減することができる。なお、凹部６３の形状は、
このような形状に限定されるものではない。連通口６１ａの位置を収容室６１の内面より
も凹んだ位置に形成できれば、凹部６３の形状は任意である。例えば、凹部６３は、収容
室６１の軸線（図３において上下方向に延びる中心線）方向に沿って形成された溝でもよ
い。
【００３６】
　ダンパユニット３７は、収容室６１に収容される。ダンパユニット３７は、収容室６１
に収容された状態で後述の基部７１等が基体５１に加締められて保持されることにより、
基体５１に固定される。加締めによって、収容室６１内のブレーキ液が封止される。なお
、ダンパユニット３７の基体５１への加締め構成の詳細については、後述する。
【００３７】
　図５及び図６に示されるように、ダンパユニット３７は、柱状体７０と、ドーム状膜体
８０と、環状体９０と、を備えている。
【００３８】
　柱状体７０は、基体５１に保持されている基部７１と、基部７１に立設されているポー
ル部７２と、を有する。基部７１及びポール部７２は、別部材である。基部７１の凹部７
１ａにポール部７２の底部が圧入されることで、基部７１及びポール部７２は、一体化さ
れる。ポール部７２は、断面が円形状である。ポール部７２の底面に有底穴が形成されて
おり、基部７１及びポール部７２の一体化によってその有底穴が塞がれることとなって、
ポール部７２の内部に空間７２ａが形成される。また、ポール部７２の側部には、空間７
２ａに通じる貫通穴７２ｂが形成されている。貫通穴７２ｂは、複数（例えば３つ）であ
り、ポール部７２の軸線を基準とする互いに異なる周方向に、等しい角度間隔で形成され
ている。
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【００３９】
　ドーム状膜体８０は、弾性体（例えばゴム等）で形成され、先端部に向かって徐々に細
くなる形状である。特に、先端部が球状であることで、収容室６１に流入するブレーキ液
によって生じる応力集中が抑制される。ドーム状膜体８０は、ポール部７２の先端部及び
側部を覆う状態で保持される。ドーム状膜体８０の底部に、外側に突出するフランジ部８
０ａが形成されている。フランジ部８０ａを介在させた状態で、環状体９０が基部７１に
圧入されることで、ドーム状膜体８０は、柱状体７０に保持される。すなわち、環状体９
０は、ドーム状膜体８０のフランジ部８０ａを押圧しつつ、基部７１に固定されている。
ドーム状膜体８０の内側には、流体（例えば空気等）が充填されている。フランジ部８０
ａの環状体９０と当接する面には、環状凸部８０ｂが形成されており、環状体９０の基部
７１への圧入に伴って環状凸部８０ｂが押し潰されることによって、収容室６１のブレー
キ液がドーム状膜体８０の内側に流入すること、及び、ドーム状膜体８０の内側の流体が
収容室６１に流出することが抑制される。
【００４０】
　収容室６１にブレーキ液が充填されていない状態において、ドーム状膜体８０の内面と
ポール部７２の側部との間には、隙間が形成されている。また、収容室６１にブレーキ液
が充填されていない状態において、ドーム状膜体８０の先端部の内面は、ポール部７２の
先端部の端面に当接する。ドーム状膜体８０の先端部の内面及びポール部７２の先端部の
端面の互いに当接する領域は、平坦である。
【００４１】
　貫通穴７２ｂは、ポール部７２の軸線方向において、連通口６１ａと比較して基部７１
に近い側に形成されている。また、ドーム状膜体８０の内面とポール部７２の側部との間
の隙間は、ポール部７２の先端部に近づく程狭くなる。そのため、ドーム状膜体８０は、
収容室６１のブレーキ液の液圧の上昇に伴って、先端部に近い領域から先にポール部７２
の外面に当接することとなり、また、その当接する領域は、貫通穴７２ｂを塞ぐまで徐々
に広がっていくこととなる。ドーム状膜体８０は、収容室６１のブレーキ液の液圧の減少
に伴って、変形前の状態に復帰する。このようなドーム状膜体８０の動作によって、第２
切換弁３６が開いた状態でポンプ３４が駆動されることで生じる脈動が、供給流路１５及
びマスタシリンダ１１を介して、ブレーキペダル１６に伝搬することが抑制される。そし
て、ドーム状膜体８０の変形が最大となった場合でも、ポール部７２の内部に形成されて
いる空間７２ａに圧縮された流体が残存できるため、圧縮された流体がドーム状膜体８０
を透過して、ダンパユニット３７の減衰性能が劣化してしまうことが抑制される。
【００４２】
　ポール部７２の基部７１に近い側の端部の外周面には、ドーム状膜体８０の内面を受け
る環状凸部７２ｃが形成されている。環状凸部７２ｃの基部７１から遠い側の端部の外側
エッジ７２ｄは、丸められた形状である。また、環状体９０の基部７１から遠い側の端部
の内側エッジ９０ａは、丸められた形状である。
【００４３】
　上述のように、ダンパユニット３７は、収容室６１に収容された状態で後述の基部７１
等が基体５１に加締められて保持されることにより、基体５１に固定されている。この際
、本実施の形態１では、図３に示すような加締め構成を採用している。詳しくは、基体５
１は、収容室６１の内面に、環状体９０と対向する環状の台座部６４を備えている。この
台座部６４は、収容室６１の内面に形成された凹部６３よりも、収容室６１の開口部側に
配置されている。換言すると、台座部６４は、凹部６３よりも、収容室６１の開口部外縁
６１ｃ側に配置されている。また、凹部６３の底部と収容室６１の軸線（図３において上
下方向に延びる中心線）との間の距離Ｌ１は、台座部６４と収容室６１の軸線との間の距
離Ｌ２よりも大きくなっている。換言すると、本実施の形態１においては、凹部６３は、
収容室６１の側部の内面全周に渡って、環状に形成されている。このため、収容室６１の
軸線を中心として形成された凹部６３の底部の半径が、収容室６１の軸線を中心として形
成された台座部６４の半径よりも大きいということもできる。
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【００４４】
　そして、ダンパユニット３７は、図６のように組み付けられた基部７１、ドーム状膜体
８０のフランジ部８０ａ及び環状体９０が台座部６４と収容室６１の開口部外縁６１ｃと
で挟持されることにより、基体５１に加締め固定される。ダンパユニット３７が基体５１
に加締め固定されることにより、ダンパユニット３７の基部７１及び環状体９０の外周面
と、台座部６４の環状体９０と対向する領域及び収容室６１の内面のうちの基部７１及び
環状体９０の外周面と対向する領域６１ｂと、が密着して、収容室６１内のブレーキ液が
封止される。
【００４５】
＜ブレーキシステムの効果＞
　実施の形態１に係るブレーキシステムの効果について説明する。
　ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、供給流路１５にダンパユニット３７
が設けられている。そのため、第２切換弁３６が開いた状態でポンプ３４が駆動されるこ
とで生じる脈動が、供給流路１５及びマスタシリンダ１１を介して、ブレーキシステム１
の入力部（例えばブレーキペダル１６等）に伝搬することが抑制される。
【００４６】
　特に、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０が、込め弁３１が開き、弛め弁３２
が閉じ、第１切換弁３５が閉じ、第２切換弁３６が開き、且つ、ブレーキシステム１の入
力部にブレーキ操作が入力されている状態で、ポンプ３４を駆動させる、アクティブ増圧
制御動作を行うものである場合において、ダンパユニット３７が供給流路１５に設けられ
ている場合には、使用者のブレーキシステム１の使用感を確保しつつ、倍力装置１７を小
型化又は省略して、ブレーキシステム１の車両１００への搭載性を向上することが可能で
ある。
【００４７】
　ダンパユニット３７は、供給流路１５のうちの、第２切換弁３６と下流側端部との間の
領域に設けられていてもよく、また、供給流路１５のうちの、上流側端部と第２切換弁３
６との間の領域に設けられていてもよい。
【００４８】
　例えば、供給流路１５のうちの、第２切換弁３６と下流側端部との間の領域に、ダンパ
ユニット３７が設けられている場合には、ポンプ３４の吸入側の近くで、脈動の伝搬が抑
制されることとなって、液圧制御ユニット５０の基体５１等に生じる異音等を効率的に抑
制することができる。
【００４９】
　例えば、ブレーキシステム１が、倍力装置１７が省略されているものであり、且つ、供
給流路１５のうちの、上流側端部と第２切換弁３６との間の領域に、ダンパユニット３７
が設けられている場合には、使用者がブレーキシステム１の入力部を操作してからアクテ
ィブ増圧制御動作が開始されるまでの期間において、使用者が、倍力装置１７が省略され
ていることに起因する反力の増大を感じてしまうことが、ダンパユニット３７のクッショ
ン性によって抑制されることとなる。そのため、供給流路１５のうちの、上流側端部と第
２切換弁３６との間の領域にダンパユニット３７を設けることは、ブレーキシステム１が
、倍力装置１７が省略されているものである場合において、特に好適である。
【００５０】
　そして、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、更に、ダンパユニット３７
が、ポール部７２を有する柱状体７０と、ドーム状膜体８０と、を備えており、収容室６
１にブレーキ液が充填されていない状態で、ドーム状膜体８０の内面とポール部７２の側
部の少なくとも一部との間に隙間が形成されている構成である。ダンパユニット３７は、
マスタシリンダ１１に連通する供給流路１５、つまり、使用者のブレーキシステム１の使
用感に多大な影響を及ぼす箇所に設けられるものであり、高い減衰性能を有することが望
まれる。一方、液圧制御ユニット５０が車両１００に搭載される場合には、そのサイズも
重要視される。ダンパユニット３７は、受圧面の面積が三次元的に拡大される構造である
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ため、減衰性能の向上に伴う液圧制御ユニット５０の大型化が効率的に抑制される。すな
わち、ダンパユニット３７は、ブレーキシステム１の供給流路１５に設けられることが、
特に好適なものであり、そのようなダンパユニット３７の採用によって、使用者のブレー
キシステム１の使用感を向上することの実現性が格段向上される。
【００５１】
　ここで、ダンパユニット３７は、ドーム状膜体８０の外面側の圧力（つまり収容室６１
内のブレーキ液の液圧）と内面側の圧力との圧力差によって該ドーム状膜体８０が変形し
、ポンプ３４の駆動時に発生する脈動を減衰する構成となっている。このため、ダンパユ
ニット３７は、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも低下し、図７に示
すようにドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形する場合がある。
　なお、図７は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、ダンパユニットの搭
載状態を示す部分断面図であり、ドーム状膜体が外面側に膨張するように変形した状態を
示す図である。この図７は、図３と同じ方向からダンパユニット３７の搭載状態を観察し
た図であり、図３と同様にダンパユニット３７以外の部材のみが断面で示されている。
【００５２】
　例えば、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０が、込め弁３１が開き、弛め弁３
２が閉じ、第１切換弁３５が閉じ、第２切換弁３６が開き、且つ、ブレーキシステム１の
入力部にブレーキ操作が入力されている状態で、ポンプ３４を駆動させる、アクティブ増
圧制御動作を行うとする。この場合、ポンプ３４の起動直後において、ダンパユニット３
７が収容されている収容室６１からポンプ３４によって吸引されるブレーキ液の量が、収
容室６１に流入するブレーキ液の量を一時的に上回ることがある。このとき、ドーム状膜
体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも一時的に低下し、ドーム状膜体８０が外面側
に膨張するように変形する。
【００５３】
　また例えば、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０が、車輪がロックすることを
防止するため、込め弁３１が閉じ、弛め弁３２が開き、第１切換弁３５が開き、第２切換
弁３６が閉じ、且つ、ブレーキシステム１の入力部にブレーキ操作が入力されている状態
で、ポンプ３４を駆動させる制御動作を行うとする。この場合、図１の位置にダンパユニ
ット３７を設けたブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０においては、ポンプ３４の
起動直後、ダンパユニット３７が収容されている収容室６１からポンプ３４によって吸引
されるブレーキ液の量が、収容室６１に流入するブレーキ液の量を一時的に上回ることが
ある。このとき、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも一時的に低下し
、ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形する。
【００５４】
　また例えば、ブレーキシステム１の入力部への入力が解除された際（例えば、使用者が
ブレーキペダル１６の踏み込みを解除した際）、ブレーキ液がマスタシリンダ１１に引き
込まれる。この際、図２の位置にダンパユニット３７を設けたブレーキシステム１の液圧
制御ユニット５０においては、マスタシリンダ１１のブレーキ液の引き込みによって収容
室６１から吸引されるブレーキ液の量が、収容室６１に流入するブレーキ液の量を一時的
に上回ることがある。このとき、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも
一時的に低下し、ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形する。
【００５５】
　また例えば、ブレーキシステム１（換言すると液圧制御ユニット５０）にブレーキ液を
充填する際、主流路１３、副流路１４及び供給流路１５に空気が残ることを防止するため
、これらの流路を真空状態（大気圧よりも低い状態）にし、真空状態となったこれらの流
路にブレーキ液を流し込む手法を採用する場合がある。このような場合、供給流路１５が
真空状態になったときに、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも低下し
、ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形する。また例えば、ブレーキシステム
１（換言すると液圧制御ユニット５０）は、広い温度範囲での使用を想定して設計される
。このため、ブレーキシステム１（換言すると液圧制御ユニット５０）周辺の温度が使用
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温度範囲のうちの上限温度付近となった場合、ドーム状膜体８０の熱膨張によって、ドー
ム状膜体８０が外面側に膨張するように変形することもある。
【００５６】
　上述のようにドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形した場合、ドーム状膜体
８０が連通口６１ａに接触し、連通口６１ａを閉塞して供給流路１５（換言すると液圧回
路２）内のブレーキ液の流れを阻害してしまう、ドーム状膜体８０が損傷してしまう等を
懸念するかもしれない。しかしながら、本実施の形態１に係る液圧制御ユニット５０にお
いては、収容室６１の内面に形成された凹部６３を備え、該凹部６３の底部に連通口６１
ａが形成されている。このため、本実施の形態１に係る液圧制御ユニット５０は、ドーム
状膜体８０が外面側に膨張するように変形した場合でも、図７に示すように、ドーム状膜
体８０が連通口６１ａに接触することを抑制できる。すなわち、本実施の形態１に係る液
圧制御ユニット５０は、ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形した場合でも、
連通口６１ａを閉塞して供給流路１５（換言すると液圧回路２）内のブレーキ液の流れを
阻害してしまう、ドーム状膜体８０が損傷してしまう等を抑制できる。
【００５７】
　好ましくは、凹部６３は、収容室６１の側部の内面全周に渡って、環状に形成されてい
る。このように凹部６３を形成することにより、凹部６３の加工が容易となり、基体５１
の製造コストを削減することができる。
【００５８】
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、収容室６１にブレーキ
液が充填されていない状態で、ドーム状膜体８０の先端部の内面は、ポール部７２の先端
部の外面の少なくとも一部に当接する。そのように構成されることで、収容室６１のブレ
ーキ液の液圧の変化に伴うドーム状膜体８０の変形及び復帰が、安定化されることとなっ
て、第２切換弁３６が開いた状態でポンプ３４が駆動されることで生じる脈動が、供給流
路１５及びマスタシリンダ１１を介して、ブレーキシステム１の入力部に伝搬することの
抑制が、確実化される。
【００５９】
　更に、ドーム状膜体８０の先端部及びポール部７２の先端部の互いに当接する領域が、
平坦であるとよい。そのように構成されることで、例えば、環状体９０を基部７１に圧入
する等の組立作業に際して、ドーム状膜体８０を位置決めすることが可能となって、組立
性が向上される。また、ドーム状膜体８０が損傷したまま組み付けられることが抑制され
て、液圧制御ユニット５０が高品質化される。
【００６０】
　更に、ポール部７２の軸線方向において、貫通穴７２ｂは、収容室６１のポンプ３４に
連通する連通口６１ａと比較して、基部７１に近い側に形成されているとよい。そのよう
に構成されることで、収容室６１のブレーキ液の液圧の上昇の際に、ドーム状膜体８０が
、早い段階で貫通穴７２ｂを塞いで、ダンパユニット３７の減衰性能が低下してしまうこ
とが抑制される。
【００６１】
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、貫通穴７２ｂは複数で
あり、複数の貫通穴７２ｂは、ポール部７２の軸線を基準とする互いに異なる周方向に形
成されている。そのように構成されることで、ポール部７２の１方向に応力集中が生じて
しまうことが抑制されて、ダンパユニット３７の耐久性が向上される。
【００６２】
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、ドーム状膜体８０の底
部にフランジ部８０ａが形成され、ダンパユニット３７は、更に、フランジ部８０ａを押
圧しつつ基部７１に固定されている環状体９０を備えている。そのように構成されること
で、ドーム状膜体８０の損傷を抑制しつつ、ドーム状膜体８０を柱状体７０に組付けるこ
とが可能となって、ダンパユニット３７の耐久性が向上される。
【００６３】
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　更に、フランジ部８０ａの環状体９０と当接する面に、環状凸部８０ｂが形成されてい
るとよい。そのように構成されることで、収容室６１のブレーキ液がドーム状膜体８０の
内側に流入すること、及び、ドーム状膜体８０の内側の流体が収容室６１に流出すること
の抑制を、簡易な構成で確実化することができる。
【００６４】
　更に、環状体９０の基部７１から遠い側の端部の内側エッジ９０ａは、丸められた形状
である。そのように構成されることで、例えば、ＡＢＳ制御動作時、ＥＳＰ制御動作時等
において、収容室６１のブレーキ液の液圧が減少する際に、ドーム状膜体８０の外面が損
傷してしまうことが抑制されて、ダンパユニット３７の耐久性が向上される。
【００６５】
　好ましくは、ダンパユニット３７が、フランジ部８０ａを押圧しつつ基部７１に固定さ
れている環状体９０を備え、基体５１に加締め固定される場合、基体５１は、収容室６１
の内面に、環状体９０と対向する環状の台座部６４を備えている。この台座部６４は、収
容室６１の内面に形成された凹部６３よりも、収容室６１の開口部外縁６１ｃ側に配置さ
れている。また、凹部６３の底部と収容室６１の軸線（図３において上下方向に延びる中
心線）との間の距離Ｌ１は、台座部６４と収容室６１の軸線との間の距離Ｌ２よりも大き
くなっている。そして、ダンパユニット３７は、基部７１、ドーム状膜体８０のフランジ
部８０ａ及び環状体９０が台座部６４と収容室６１の開口部外縁６１ｃとで挟持されるこ
とにより、基体５１に加締め固定される。
【００６６】
　このような加締め固定においては、収容室６１の開口部外縁６１ｃに荷重をかけ、開口
部外縁６１ｃを変形させる際、該荷重は、基部７１、ドーム状膜体８０のフランジ部８０
ａ及び環状体９０を介して、台座部６４で支持される。この際、台座部６４における荷重
を支持する面積が小さいと、台座部６４が塑性変形してしまう。そして、台座部６４が塑
性変形してしまうと、加締め部分において隙間ができてしまい、収容室６１内のブレーキ
液が基体５１外へ漏れ出してしまう。一方、上述のように台座部６４を形成することによ
り、台座部６４における荷重を支持する面積を大きく確保することができるため、台座部
６４の塑性変形を抑制できる。すなわち、上述のように台座部６４を形成することにより
、加締め部分において隙間ができてしまうことを抑制でき、収容室６１内のブレーキ液が
基体５１外へ漏れ出してしまうことを抑制できる。
【００６７】
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、ポール部７２の基部７
１に近い側の端部の外周面に、ドーム状膜体８０の内面を受ける環状凸部７２ｃが形成さ
れており、環状凸部７２ｃの基部７１から遠い側の端部の外側エッジ７２ｄは、丸められ
た形状である。環状凸部７２ｃがドーム状膜体８０の受け部として機能することとなって
、収容室６１のブレーキ液の液圧の変化に伴うドーム状膜体８０の変形及び復帰が、安定
化される。また、環状凸部７２ｃの基部７１から遠い側の端部の外側エッジ７２ｄが、丸
められた形状であることで、収容室６１のブレーキ液の液圧の上昇の際に、ドーム状膜体
８０の内面が損傷してしまうことが抑制されて、ダンパユニット３７の耐久性が向上され
る。
【００６８】
　好ましくは、基部７１及びポール部７２は、別部材であり、ポール部７２の底面に、空
間７２ａを構成する有底穴が形成されている。そのように構成されることで、空間７２ａ
を有する柱状体７０の製造性が向上される。
【００６９】
　なお、本実施の形態１では、供給流路１５に分岐した流路を形成し、この分岐した流路
にダンパユニット３７を設けた。しかしながら、ダンパユニット３７の設置構成はこのよ
うな構成に限定されるものではなく、供給流路１５を分岐させずにダンパユニット３７を
設けてもよい。例えば、図１で示したブレーキシステム１（つまり液圧制御ユニット５０
）の場合、供給流路１５のうち、第２切換弁３６と接続されて下流側端部まで延びる流路
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部分に、直接、ダンパユニット３７を設けてもよい。また例えば、図２で示したブレーキ
システム１（つまり液圧制御ユニット５０）の場合、供給流路１５のうち、第２切換弁３
６と接続されて上流側端部まで延びる流路部分に、直接、ダンパユニット３７を設けても
よい。以下、図２に示したブレーキシステム１（つまり液圧制御ユニット５０）において
、供給流路１５を分岐させずにダンパユニット３７を設けた例を、図８及び図９を用いて
説明する。
【００７０】
　図８は、本発明の実施の形態１に係るブレーキシステムの、システム構成の更に別の例
を示す図である。また、図９は、図８に示すブレーキシステムの、ダンパユニットの搭載
状態を示す部分断面図である。なお、図９では、ダンパユニット３７以外の部材のみが、
断面で示されている。
【００７１】
　図８に示すブレーキシステム１（つまり液圧制御ユニット５０）は、供給流路１５のう
ち、第２切換弁３６と接続されて上流側端部まで延びる流路部分に、直接、ダンパユニッ
ト３７が設けられている。このような場合、供給流路１５の一部を構成する内部流路６２
として、２つの内部流路６２ａ，６２ｂが形成される。内部流路６２ａは、一端が連通口
６１ａを介して収容室６１と連通し、他端が第２切換弁３６を介してポンプ３４の吸込側
に連通している。また、内部流路６２ｂは、一端が連通口６１ａを介して収容室６１と連
通し、他端がマスタシリンダ１１に連通している。内部流路６２として２つの内部流路６
２ａ，６２ｂが形成される場合、内部流路６２ａ，６２ｂの一方を通ってブレーキ液が収
容室６１に流入し、内部流路６２ａ，６２ｂの他方を通って収容室６１からブレーキ液が
流出することとなる。
　ここで、内部流路６２ａ，６２ｂのうち、収容室６１にブレーキ液を流入させる流路が
、本発明の第１内部流路に相当する。内部流路６２ａ，６２ｂのうち、収容室６１からブ
レーキ液を流出させる流路が、本発明の第２内部流路に相当する。
【００７２】
　例えば、アクティブ増圧制御動作等のように、マスタシリンダ１１側から第２切換弁３
６側にブレーキ液が流れる場合、内部流路６２ｂを通ってブレーキ液が収容室６１に流入
し、内部流路６２ａを通って収容室６１からブレーキ液が流出することとなる。また例え
ば、ブレーキシステム１の入力部への入力が解除された際（例えば、使用者がブレーキペ
ダル１６の踏み込みを解除した際）、マスタシリンダ１１のブレーキ液の引き込みによっ
て、第２切換弁３６側からマスタシリンダ１１側にブレーキ液が流れる。この場合、内部
流路６２ａを通ってブレーキ液が収容室６１に流入し、内部流路６２ｂを通って収容室６
１からブレーキ液が流出することとなる。
【００７３】
　したがって、内部流路６２として２つの内部流路６２ａ，６２ｂが形成される場合、ド
ーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形した際に、連通口６１ａを閉塞して供給流
路１５（換言すると液圧回路２）内のブレーキ液の流れを阻害してしまうことを防止する
ためには、内部流路６２ａの連通口６１ａ及び内部流路６２ｂの連通口６１ａの双方を該
凹部６３の底部に形成する必要がある。この際、凹部６３を、収容室６１の側部の内面全
周に渡って環状に形成するとよい。内部流路６２ａの連通口６１ａが形成される凹部６３
と内部流路６２ｂの連通口６１ａが形成される凹部６３とを一回の中ぐり加工で形成でき
るため、基体５１の製造コストを削減することができる。
【００７４】
　以上のように供給流路１５を分岐させずにダンパユニット３７を設けた場合においても
、図１～図７を用いて説明した上記に記載のものと同様の効果を得ることができる。
【００７５】
実施の形態２．
　以下に、実施の形態２に係るブレーキシステムについて説明する。
　なお、実施の形態１に係るブレーキシステムと重複又は類似する説明は、適宜簡略化又
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は省略している。
【００７６】
＜ダンパユニットの詳細＞
　実施の形態２に係るブレーキシステムのダンパユニットの詳細について説明する。
　図１０～図１２は、本発明の実施の形態２に係るブレーキシステムの、ダンパユニット
の詳細を示す断面図である。また、図１３は、本発明の実施の形態２に係るブレーキシス
テムの、ダンパユニットの搭載状態を示す部分断面図である。なお、図１０は、図３にお
けるＢ－Ｂ線に相当する線での断面図である。また、図１１は、図１０におけるＣ－Ｃ線
での断面図であり、図１２は、図１０におけるＤ－Ｄ線での断面図である。また、図１３
は、図３におけるＡ－Ａ線に相当する線での断面図である。
【００７７】
　図１０～図１２に示されるように、ドーム状膜体８０の側部の内面に、ドーム状膜体８
０の軸線方向に延びる複数（例えば６つ）の凸部８０ｃが、その軸線を基準とする互いに
異なる周方向に、等しい角度間隔で形成されている。ドーム状膜体８０の軸線に直交する
断面において、凸部８０ｃは、その軸線に近づく程幅が狭くなる形状である。収容室６１
にブレーキ液が充填されていない状態で、複数の凸部８０ｃの頂部と、ポール部７２の側
部との間には、隙間が形成されている。特に、貫通穴７２ｂの数と凸部８０ｃの数とが、
互いに素であるとよい。そのような場合には、貫通穴７２ｂと凸部８０ｃとが同じ周方向
に位置する状態で、ドーム状膜体８０が柱状体７０に組み付けられることが抑制されて、
複数の凸部８０ｃが形成されていることに起因して、収容室６１のブレーキ液の液圧の上
昇の際に、ドーム状膜体８０が、早い段階で貫通穴７２ｂを塞いで、ダンパユニット３７
の減衰性能が低下してしまうことが抑制される。
【００７８】
　また、図１３に示すように、ドーム状膜体８０の軸線方向と垂直な断面において、凸部
８０ｃの１つは、連通口６１ａと対向する位置に設けられている。換言すると、ドーム状
膜体８０の側部の内面には、ドーム状膜体８０の軸線方向と垂直な断面において、連通口
６１ａと対向する位置に凸部８０ｃが形成されている。
【００７９】
＜ブレーキシステムの効果＞
　実施の形態２に係るブレーキシステムの効果について説明する。
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、ドーム状膜体８０の側
部の内面に、ドーム状膜体８０の軸線方向に延びる複数の凸部８０ｃが、その軸線を基準
とする互いに異なる周方向に形成されている。そのように構成されることで、ドーム状膜
体８０の剛性を向上しつつ、ダンパユニット３７の減衰性能を最適化することが可能とな
る。また、ドーム状膜体８０の側部の内面に凸部８０ｃが形成されていないダンパユニッ
ト３７では、収容室６１のブレーキ液の液圧が上昇していくと、収容室６１に流入するブ
レーキ液の増加が早い段階で飽和してしまうが、複数の凸部８０ｃが形成されていること
により、その飽和を遅らせることが可能であるため、高圧領域における減衰性能が向上さ
れる。
【００８０】
　更に、収容室６１にブレーキ液が充填されていない状態で、複数の凸部８０ｃの頂部と
、ポール部７２の側部との間には、隙間が形成されている。つまり、複数の凸部８０ｃの
頂部の少なくとも一部は、ポール部７２の側部に当接しない。そのように構成されること
で、ドーム状膜体８０を柱状体７０に組み付ける際に、ドーム状膜体８０の内面が損傷し
てしまうことが抑制されて、ダンパユニット３７の耐久性が向上される。
【００８１】
　また、好ましくは、ドーム状膜体８０の側部の内面には、ドーム状膜体８０の軸線方向
と垂直な断面において、連通口６１ａと対向する位置に凸部８０ｃが形成されている。当
該位置に凸部８０ｃを形成することにより、ドーム状膜体８０における連通口６１ａと対
向する範囲近傍の剛性が向上する。このため、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側
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の圧力よりも低下した際、ドーム状膜体８０における連通口６１ａと対向する範囲近傍で
は、該ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形することを抑制できる。したがっ
て、当該位置に凸部８０ｃを形成することにより、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内
面側の圧力よりも低下した際、実施の形態１と比較し、ドーム状膜体８０が連通口６１ａ
に接触することをより抑制できる。すなわち、本実施の形態２に係る液圧制御ユニット５
０は、実施の形態１と比較し、連通口６１ａを閉塞して供給流路１５（換言すると液圧回
路２）内のブレーキ液の流れを阻害してしまう、ドーム状膜体８０が損傷してしまう等を
より抑制できる。なお、本実施の形態２に示した効果のうち、当該効果のみを得ようとす
るのであれば、凸部８０ｃを複数設ける必要は必ずしもない。ドーム状膜体８０の軸線方
向と垂直な断面において連通口６１ａと対向する位置に、凸部８０ｃが形成されていれば
よい。
【００８２】
実施の形態３．
　以下に、実施の形態３に係るブレーキシステムについて説明する。
　なお、実施の形態１及び実施の形態２に係るブレーキシステムと重複又は類似する説明
は、適宜簡略化又は省略している。
【００８３】
＜ダンパユニットの詳細＞
　実施の形態３に係るブレーキシステムのダンパユニットの詳細について説明する。
　図１４～図１６は、本発明の実施の形態３に係るブレーキシステムの、ダンパユニット
の詳細を示す断面図である。また、図１７は、本発明の実施の形態３に係るブレーキシス
テムの、ダンパユニットの搭載状態を示す部分断面図である。なお、図１４は、図３にお
けるＢ－Ｂ線に相当する線での断面図である。また、図１５は、図１４におけるＣ－Ｃ線
での断面図であり、図１６は、図１４におけるＥ－Ｅ線での断面図である。また、図１７
は、図３におけるＡ－Ａ線に相当する線での断面図である。
【００８４】
　図１４～図１６に示されるように、ドーム状膜体８０の側部の内面に、ドーム状膜体８
０の軸線方向に延びる複数の凸部８０ｃが、その軸線を基準とする互いに異なる周方向に
、等しい角度間隔で形成されている。ドーム状膜体８０の軸線に直交する断面において、
凸部８０ｃは、その軸線に近づく程幅が狭くなる形状である。収容室６１にブレーキ液が
充填されていない状態で、複数の凸部８０ｃの頂部を結ぶ円の径は、ポール部７２の径と
比較して若干大きい。つまり、ポール部７２は、ドーム状膜体８０の内側に隙間嵌めの状
態で嵌合する。そのように構成されることで、低圧領域において、収容室６１に流入する
ブレーキ液が急増してしまうことが抑制されて、低圧領域における減衰性能と高圧領域に
おける減衰性能との間の連続性を確保することが可能である。特に、凸部８０ｃの数が、
４つであるとよい。そのような場合には、低圧領域における減衰性能と高圧領域における
減衰性能と間の連続性が、簡易な構成によって確保されるとともに、ドーム状膜体８０の
変形及び復帰が安定化される。
【００８５】
　また、図１７に示すように、本実施の形態３でも実施の形態２と同様に、ドーム状膜体
８０の軸線方向と垂直な断面において、凸部８０ｃの１つは、連通口６１ａと対向する位
置に設けられている。換言すると、ドーム状膜体８０の側部の内面には、ドーム状膜体８
０の軸線方向と垂直な断面において、連通口６１ａと対向する位置に凸部８０ｃが形成さ
れている。
【００８６】
＜ブレーキシステムの効果＞
　実施の形態３に係るブレーキシステムの効果について説明する。
　好ましくは、ブレーキシステム１の液圧制御ユニット５０では、ドーム状膜体８０の側
部の内面に、ドーム状膜体８０の軸線方向に延びる複数の凸部８０ｃが、その軸線を基準
とする互いに異なる周方向に形成されている。更に、収容室６１にブレーキ液が充填され
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ていない状態で、ポール部７２は、ドーム状膜体８０の内側に隙間嵌めの状態で嵌合する
。つまり、複数の凸部８０ｃの頂部の少なくとも一部は、ポール部７２の側部に当接しな
い。そのように構成されることで、ドーム状膜体８０を柱状体７０に組み付ける際に、ド
ーム状膜体８０の内面が損傷してしまうことが抑制されて、ダンパユニット３７の耐久性
が向上される。
【００８７】
　また、好ましくは、ドーム状膜体８０の側部の内面には、ドーム状膜体８０の軸線方向
と垂直な断面において、連通口６１ａと対向する位置に凸部８０ｃが形成されている。当
該位置に凸部８０ｃを形成することにより、ドーム状膜体８０における連通口６１ａと対
向する範囲近傍の剛性が向上する。このため、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内面側
の圧力よりも低下した際、ドーム状膜体８０における連通口６１ａと対向する範囲近傍で
は、該ドーム状膜体８０が外面側に膨張するように変形することを抑制できる。したがっ
て、当該位置に凸部８０ｃを形成することにより、ドーム状膜体８０の外面側の圧力が内
面側の圧力よりも低下した際、実施の形態１と比較し、ドーム状膜体８０が連通口６１ａ
に接触することをより抑制できる。すなわち、本実施の形態３に係る液圧制御ユニット５
０は、実施の形態１と比較し、連通口６１ａを閉塞して供給流路１５（換言すると液圧回
路２）内のブレーキ液の流れを阻害してしまう、ドーム状膜体８０が損傷してしまう等を
より抑制できる。なお、本実施の形態３に示した効果のうち、当該効果のみを得ようとす
るのであれば、凸部８０ｃを複数設ける必要は必ずしもない。ドーム状膜体８０の軸線方
向と垂直な断面において連通口６１ａと対向する位置に、凸部８０ｃが形成されていれば
よい。
【００８８】
　以上、実施の形態１～実施の形態３について説明したが、本発明は各実施の形態の説明
に限定されない。例えば、各実施の形態の全て又は一部が組み合わされてもよい。
【００８９】
　例えば、実施の形態２及び実施の形態３では、ドーム状膜体８０の側部の内面に凸部８
０ｃが形成されているが、ドーム状膜体８０の側部の内面に凸部８０ｃが形成されず、ポ
ール部７２の側部の外面に凸部が形成されてもよい。また、ポール部７２の環状凸部７２
ｃを除く領域の断面が、三角形状等の円形状以外の形状であってもよい。ただし、ドーム
状膜体８０の外面側の圧力が内面側の圧力よりも低下した際、ドーム状膜体８０が外面側
に膨張するように変形することを抑制できるという効果を得るための凸部は、ドーム状膜
体８０側に形成する必要がある。
【００９０】
　また例えば、実施の形態１～実施の形態３では、ポール部７２の環状凸部７２ｃの基部
７１から遠い側の端部の端面が、ポール部７２の軸線に対して直角であるが、傾斜してい
てもよく、その傾斜面に貫通穴７２ｂが形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００９１】
　１　ブレーキシステム、２　液圧回路、１１　マスタシリンダ、１２　ホイールシリン
ダ、１３　主流路、１３ａ，１３ｂ　途中部、１４　副流路、１４ａ　途中部、１５　供
給流路、１６　ブレーキペダル、１７　倍力装置、１８　ブレーキキャリパ、１９　ブレ
ーキパッド、２０　ロータ、３１　込め弁、３２　弛め弁、３３　アキュムレータ、３４
　ポンプ、３５　第１切換弁、３６　第２切換弁、３７　ダンパユニット、５０　液圧制
御ユニット、５１　基体、５２　制御器、６１　収容室、６１ａ　連通口、６１ｂ　領域
、６１ｃ　開口部外縁、６２　内部流路、６２ａ　内部流路、６２ｂ　内部流路、６３　
凹部、６４　台座部、７０　柱状体、７１　基部、７１ａ　凹部、７２　ポール部、７２
ａ　空間、７２ｂ　貫通穴、７２ｃ　環状凸部、７２ｄ　外側エッジ、８０　ドーム状膜
体、８０ａ　フランジ部、８０ｂ　環状凸部、８０ｃ　凸部、９０　環状体、９０ａ　内
側エッジ、１００　車両。
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